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１．はじめに 
 日本災害復興学会の研究助成を受けて 2022 年 4 月

から 2024 年 3 月までを活動期間とする災害復興法理

論研究会（代表者は、山崎栄一会員）では、「緊急事

態・大規模災害時特有の法原理・原則についての検討

を図る」ことを課題として会合を重ねてきた。本稿は、

この研究会における成果を代表的に総括するもので

はないが、その際になされた議論の積み重ねを参考に

しながら、現時点における本稿筆者による研究を基礎

に、緊急事態の公法的規律のあり方について―網羅的

ではないかもしれないが―主なオプションを提示す

ることを通じて、これに関する日本における議論を俯

瞰する視座を得ることを試みるものである。 

 本稿では、同研究会の目的に則って、危機のうち、

緊急事態・大規模災害の問題について分析及び検討を

実施することとしたい。本稿で緊急事態という場合、

武力攻撃、内乱、重大なテロリズム、大規模災害・重

大事故、重篤な感染症の蔓延など高度の危機が生じた

場合に、通常時の法では、政府がその任務を遂行する

ために危機に対処することが不可能又は著しく困難

な事態を指している。 

 本稿では、まず、法の存立構造の分析を踏まえて緊

急事態と法の関係を明らかにする(第２章)ことで、緊

急事態における、法の限界問題の成り立ちを明らかに

し、その上でこれに対する日本法の基本姿勢を示す

(第３章)。これを踏まえて、次に緊急事態の公法的規

律オプションを提示する(第４章)。最後に、本稿で提

示した俯瞰的視座を踏まえた、若干のコメントを付す

る(第５章)。 

 

２. 緊急事態と法 

（１）法の存立構造 

まず、法と危機との関係を理論的に明確にするため

に、法規範はどのように存在しているかということを

分析する。その際、緊急事態の問題を視野に入れなが

ら法と危機の理論的関係を描き出した、ドイツの憲法

学者 E-W-ベッケンフェルデ（E-W-Böckenförde）の理

論に筆者なりの再構成及び補足を加えた上で、緊急事

態・大規模災害の問題に即して解説することにしよう

（本稿が解説記事である関係上敢えて単純化して記

述している部分もあるので注意されたい）。 

およそ法規範(Norm)は、何らかの典型的な（normal）

事態を想定し、前提としている。法治国家では、この

ような法規範によって国家機関が設けられ、それに法

的権限が与えられるのと同時に法的制約が設けられ

る。このような法規範は、国家機関がその権限及び制

約の下でも任務を遂行することが基本的に可能であ

るように制定される(1) 。 

ここで、現代政府の任務には、経済秩序、国民生活

及び公共秩序の維持といった目的のみならず、個々の

人の尊厳の保護や回復が含まれる。こうした尊厳の保

護や回復という課題もまた、防災・減災及び災害復興

の中心的な課題となった。 

（２）緊急事態の法秩序の形成 

 ① 危機の類型別規律 

 主要な危機の類型としては、武力攻撃、内乱、テロ

リズム、自然災害、事故、感染症の蔓延などがあり、

日本では、それぞれの危機の類型別に法秩序が構築さ

れているが、このうち、本稿では、災害を念頭におい

た法秩序に焦点を当てている。 

防災法の法規範は、純然たる平時とは異なった災害

という―一定の抽象性を備えた―典型的な事態を前
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提とし、これによって政府に権限が付与されると同時

に、その権限の行使が制限される。こうした防災法の

体系によって政府が任務を基本的に遂行しうるよう

に法が整備され、その実効性の向上を目指して、法の

制定、変更及び運用が模索されている。 

さらに進んで、災害のより具体的タイプの想定の下

により具体的な立法化が進展することもある。例えば、

災害対策基本法の下に、地震といった、災害のより具

体的なタイプを前提とした法律が制定され、地震防災

法といった、より各論的な法領域が形成される。これ

は、災害の具体的なタイプに応じた立法の例である。

もちろん、各論的・個別法的な法制度の集積から一般

的・基本法的な法律へと発展することも実際の法秩序

の形成過程としてありうることは付言しておきたい。 

 ② 危機の段階別規律 

 危機には様々な段階があり、実際にはグラデーショ

ンとなっている。このような危機の諸段階に応じて立

法化が進展するという側面もある。 

平時を想定した法規範（及びその解釈）では任務遂

行が不可能又は困難な事態を想定して危機に対応す

るための法規範が制定されるが、さらに、危機を想定

した法規範（及びその解釈）では任務遂行が不可能又

は困難な緊急事態を想定して高度（又は最高度）の危

機に対応するための法規範が制定される。このように

してすべての段階の危機に法規範によって対応でき

るように立法化が進展する。 

③ 災害緊急事態の法秩序 

このような段階別規律のうち、とりわけ高度（又は

最高度）の危機である緊急事態を規律する立法化へと

進むことによって緊急事態の法秩序が形成されてい

く。日本の法律では、危機の類型別の規律を前提に、

災害対策基本法上の災害緊急事態が布告された場合

に適用が予定された法規範群が予定されている。 

 
    図１ 危機の諸段階と緊急事態 

もっとも、緊急事態の法秩序は、通常時の法秩序と

根本的に内容を異にし、例えば、自由制限的な特徴を

傾向的に有する。そのような緊急事態の法秩序が通常

時の法秩序へと浸食すると通常時の法秩序自体が変

質してしまうので、両者の法秩序は―たとえ、通常時

と緊急事態が事実においてときに流動的であるとし

ても―基本的には構造の上で分離されなければなら

ない。そのような分離を法制度上担保しようとするの

が、緊急事態の宣言又は布告の制度である(2)。緊急事

態を基礎付ける事実が真に存在する場合に、法定の機

関が緊急事態を認定し、宣言又は布告することではじ

めて緊急事態の法秩序へとモード転換することがで

きるのである。災害緊急事態の布告制度（災害対策基

本法 105条及び 106条）(3)は、日本の緊急事態法制全

般についてそうであるように、法律レベルで上述の分

離を実現しようとするものである。 

 

３. 緊急事態における法の限界 
（１）法規範と任務遂行の齟齬 

 先に述べたように法規範は典型的な事態を想定し

ている。しかし、とりわけ危機にあっては、法が前提

としている典型的な事態が欠如し、想定外が起こりが

ちである。そのような想定外を法解釈で埋めることは

一定限度で可能であり、そのような営みは必要でもあ

る。けれども、法解釈には方法と枠があり、その限界

を超えると法規範によって付与された権限及び制約
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と任務遂行の間に齟齬が生じてしまう。 

このような齟齬にあっても、政府の任務はなお残る

一方で、これを遂行する権限が欠如若しくは不足し、

又は、任務はあるが法的制約が障壁になることによっ

て、国家機関に付与された任務遂行が困難になるか、

その一部又は全部が不可能になるだろう。こうした法

の限界に直面して、二つの選択肢に直面する。一つは、

①超法規的措置に訴えてでも任務遂行に固執すると

いう選択肢、もう一つは、②法の遵守に固執して任務

遂行を断念するという選択肢である(4)。 

もっとも、このような法の限界状況において追求さ

れるべき任務は、しばしば国家の基本的目的に関わる、

極めて重要な利益であろうから、任務遂行を求める圧

力は強く、②の選択肢は実際には実現されないであろ

う(5)。防災の文脈でいえば、上記の法の限界状況にお

いて、公共の安全秩序の維持、並びに個々の人の尊厳

及び安全の保護といった任務の遂行のために政府の

行動を求める国民の圧力はしばしば強力であろう。こ

こにおいて、「超法規的措置が許されるか」という法

治国家の危機管理における難問に直面する。 

このような法の限界は、通常時から生じうることに

注意しなければならない。しかし、緊急事態に際して

は、この難問が顕在化し、時に先鋭化しがちである。

そのため、以下では、緊急事態における法の限界の問

題に焦点を当てることにしよう。 

（２）「法的空間」としての緊急事態 

法は、緊急事態における法の限界にどのように向き

合っているであろうか。超法規的措置は時の必要に基

づくものであるからおよそ合法である、あるいは、そ

の措置は、いわば「法なき空間」でなされたものであ

るから、これを合法とも違法とも評価しないといった

考え方も理論的にないではない(6)。それ自体は、極め

て理論的に重要な問題を提起するものであるだろう。

けれども、そのような法思想は、通常時はもとより緊

急事態についても次の点で日本法に整合し難いと現

時点で考えている。すなわち、日本法は、緊急事態に

おいても憲法や法律の効力を一般的に停止すること

を予定していないという点である。より具体的にいえ

ば、日本国憲法は、その効力を停止するといった発想

を否定している(7)ので、憲法は緊急事態においてさえ

も効力を維持することとなるし、また、災害対策基本

法における災害緊急事態の規律も、緊急事態において

なお防災関連法の効力が停止されずに妥当するとい

う基本的前提の下で、その特例を個別に定めているに

とどまるのである。このような意味で、緊急事態でさ

えも「法なき空間」でないのだから、その限界を超え

る措置は違法であるという大前提の下で、その限界に

なお法実践上どのように向き合うかが課題となろう。 

 

４. 緊急事態の公法的規律オプション 
以上の課題を踏まえて、次に、これまで災害復興法

理論研究会においてなされた議論、及び、外国の例も

若干ではあるが参考に、緊急事態の公法的規律のオプ

ションを挙げた上で、それらを４つのカテゴリーに分

類する。すなわち、緊急事態における行政部門の活動

の内容を直接に規制する法的規律が一次的に設定さ

れる時点を基準に、事前、臨機及び事後の３つのカテ

ゴリーに区分し（カテゴリー１から３まで）、これと

は別に、緊急事態において行政部門の活動をコントロ

ールし、又は、その活動についてアカウンタビリティ

を確保するための法的規律を独自のカテゴリーとし

て設定する（カテゴリー４）。 

このようなカテゴリー化において、法制定行為と個

別措置の区別が緊急事態において相対化されるとこ

ろがあることから両者の行為をひとまず同一カテゴ

リー内に合わせて挙げている。この点も含め、本稿に

おけるカテゴリー区分は、現時点における試論的なも

のに過ぎないので、より適切な区分がありうるか否か

も今後の議論に委ねたい。 

（１）活動内容の法的規律：事前（カテゴリー１） 

緊急事態の公法的規律オプションにおける一つ目

のカテゴリーは、緊急事態が発生する前に危機の想定

を尽くし、その想定の下に法律で法を整備することで、

法の限界を縮減することである。先にみた、緊急事態
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の立法化もこの方法を基礎にして行われる。また、既

に存在する法の解釈を事前に解明して確定しておく

ことも、このオプションに含まれる。これらは、日本

を含む法治国家の危機管理の王道として位置付けら

れるべき法実践といえる。 

このオプションの特殊な例（カテゴリー１’とする）

としては、緊急事態が布告された場合に適用を限定し

た、より一般条項的又は利益衡量的性格の濃い授権条

項を―場合によっては、特別のコントロールの機関及

び手続きと共に―法律に設けることが可能かつ適切

か(8)、また、緊急事態の事理に鑑みてこれに特有の柔

軟解釈の方法がありうるか(9)、その際、成文法のみで

なく不文法をどのように取り込むかも論点になりう

る。その結論次第では、緊急事態における法の限界が

かなり縮減されることがありえ、具体的な立法技法及

び解釈手法には、より掘り下げた検討の余地を残して

いる。もっとも、これらの方法となると、カテゴリー

１に属するとはいえ、技法又は手法によっては、極め

て論争的な性格を帯びることになろう。 

（２）活動内容の法的規律：臨機（カテゴリー２） 

緊急事態の公法的規律オプションに関する二つ目

のカテゴリーは、臨機の法制定によって緊急事態にお

ける任務遂行のニーズに即応しつつも、法的統制を加

えることである。 

このカテゴリーに属する原則型は、臨機にその事態

に即応した法律を制定することである。もっとも、こ

の方法は、国会の組織及び手続きの下における臨機立

法の機能が維持されていることが前提になる。それゆ

えに、緊急事態におけるその機能の維持、場合によっ

ては―法律制定手続きの簡略化・迅速化など―その向

上の対策が課題となりうる。 

上記の原則型に対する例外は、事前に国会が立法を

行政部門に委任しておき（この限りでは、カテゴリー

１に属する）、臨機に行政部門が命令で立法を行うと

いう方法である。その例として、現在の災害対策基本

法が国会による立法の委任に基づいて緊急政令の制

定を授権していることが挙げられる（災害対策基本法

109条 1項及び 2項）(10)。これについては、より深刻

な緊急事態への対応を可能とするために、立法委任の

対象となる事項をより拡張することも考えられる。 

また、上記の原則型に対し、極めて例外的でかつ論

争的なオプションとして、緊急命令制度も考えられな

くはない。これによれば、緊急事態の宣言又は布告を

要件として、上記のような立法委任を欠いている場合

にも、臨機に命令で立法を行うことが法的に可能とな

る。国会が臨機の立法機能を維持できず、かつ、立法

の委任が十分ではない場合にも、なお臨機に法を産出

することが可能である。 

もっとも、こうしたオプションは、現在の日本国憲

法の下では不可能であるから、その実現には憲法改正

を要し、緊急事態条項の問題における一つの論点とな

る。その法政策上の当否を判断するに際しては、緊急

命令制度にも複数の制度形態がありうること、また、

現代日本がおかれた歴史的文脈を適切に踏まえつつ、

その必要性のみでなく、広範かつ重大な濫用の危険性

等を総合的に考量することが必要である(11)。 

もう一つの極めて例外的でかつ論争的なオプショ

ンとして最後に触れておきたいのは、公法関係におけ

る緊急行為の法理、とりわけ緊急避難の法理の適用に

よってその成立要件を満たす超法規的措置の違法性

阻却を認める可能性であり、これについては通常時に

も問題になりうるが、緊急事態にはより問題になりや

すい。この法理の背景に不文の原理や不文の緊急権を

見て取るのであれば、それら問題とも交錯する。 

緊急避難の法理は、抽象的基準として事前に存在す

るものと観念しうるから、カテゴリー１のオプション

として、また、裁判所によって終局的に適用判断がな

されるのは基本的には事後であろうから、カテゴリー

３のオプションとして位置付けることも考えられる。

しかし、違法性阻却の法理が事前の平素から行政部門

によって行為規範としてあてにされるべきではない

く、緊急避難の要件の該当性判断が行政部門によって

なされるのは事後ではなく臨機であることを勘案し

て、試論的にカテゴリー２に分類した。 
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このオプションにおいて問題となるのは、防災行政

においても基盤となる法律による行政の原則との関

係では、次の点である。すなわち、法律の根拠がなく

又は法律に反する行政部門の活動は違法である、とい

うことを前提としつつも、その活動の違法性が一定条

件の下で阻却されるかどうかという点である。これが

肯定される場合には、厳格な一定条件の下でのみ違法

性阻却が認められることになることから、行政部門の

活動に限界を設定するという側面もその法理に見て

取ることができよう。 

日本法では、行政訴訟の場において緊急避難の法理

が当事者によって援用されることはあるものの、行政

法関係における緊急避難の法理に基づいて法律の根

拠がない又は法律に反する行政活動の違法性阻却を

認めることの是非及び要件については、裁判例におい

て―また、学説では時折論じられることはあるものの

―必ずしも十分に明らかではない(12)。 

このような状況と対比して注目されるのは、ドイツ

である。同国では、緊急避難の規定（ドイツ刑法 34

条、ドイツ民法 228条及び 904条）が公法関係におい

てどのような意味をもつかについて議論がみられる。

この問題につき、管見の限りでは、刑法上の正当化に

関する緊急避難規定、又は、そこに内在するとみられ

る、法の一般原則を公法関係において適用することは

可能か否かが議論の中心にあるようである。この問題

について、刑法学者と公法学者の間で非常に理論的に

深く緻密な議論がみられる。 

この問題について、連邦通常裁判所の裁判例は、よ

り高次の法益を救うことが法に違反することによっ

てのみ可能であるとみられる場合には、法の違反が甘

受されなければならないという一般的法思想が刑法

34条、民法 228条及び 904条に表現されているとい

う見地から、肯定説に立っている(13)。 

また、学説では、肯定説の根拠として、例えば、公

法と刑法の間には法秩序の統一性があるという理解

を前提とすれば、刑法上の正当化の要件に該当する活

動は公法上も正当化されると考えられること、国家に

は人間の尊厳を保護する義務があり、法律に根拠がな

いことや法律に反することもこの義務に基づいてな

しうると考えられること、また、刑法の緊急避難規定

に表現された、違法性阻却の一般的原理が不文の緊急

権として認められることなどが挙げられている(14)。 

こうした肯定説に対しては、学説には様々な批判も

あって、この問題自体が極めて論争的なものとなって

いることも確かである。問題点として挙げられるのは、

例えば、緊急避難を定めた刑法 34条が行政機関への

授権規範として機能することになり、法律の留保原則

が空洞化しかねないこと、また、刑法と公法では法秩

序が異なることを前提に、刑法上の正当化の要件を満

たしても公法において正当化されるとはいえないの

ではないか、などといったことである(15)。 

以上のようにごく雑駁に一瞥しただけでも、緊急避

難法理の適用については、理論的にも極めて難しい問

題が多々存在していることが分かるだろう。日本の防

災法を考える際にも、例えば、震災緩和通知を個別具

体的な事例に適用してなされた行政活動の適法性の

評価との関係で意味をもつ(16)。そして、上記のドイ

ツの議論は、刑法上の緊急避難規定に関わっているが、

日本の問題を考えるに際しては、国家賠償請求訴訟の

文脈においてむしろ民法上の緊急避難規定（民法 720

条）の位置付けがより直接の問題となろう。だが、そ

の点を踏まえても、上記の刑法上の議論には、なお参

考になるところがあるように思われる。 

（３）活動内容の法的規律：事後（カテゴリー３） 

事後的な法律制定は、防災に関する法律の生成サイ

クルを考える際に重要である。実際に災害を経験する

ことによって現実的・具体的に法の不備が明らかにな

った場合には、事後に、その実際の経験を踏まえて立

法化を図ることがなされる。この方法は、法の脆弱箇

所にパッチを当てること、又は、法のバージョンアッ

プを図ることによって将来に備えるために有効であ

り、緊急事態の事前の法的規律を試みる王道パターン

へと連なっていく。 

もっとも、この方法は、過去になされた超法規的措
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置の法的扱いについてなお検討の余地を残している。

過去になされた超法規的措置をおよそ違法のままと

どめおくというスキームも理論的には考えられるが、

超法規的措置のうち一定のものについて免責法の制

定によって遡及的に合法化又は免責するという方法

も比較法上みられ、イギリスでは、議会主権の発想の

下で免責法（Indemnity Act）の伝統がみられた。 

このような方法を緊急事態の公法的規律オプショ

ンとして挙げることは適切ではないかもしれない。も

っとも、この方法は、任務遂行のためにやむを得ずに

なされた措置を事後的に救い出すと同時に、事後の合

法化又は免責が得られなかった措置の合法性又は免

責を改めて否定し、それが得られる見込みのない措置

を抑止するという側面も有するといえる。本稿では、

こうした意味において、免責法を緊急事態の公法的規

律オプションの一つとして挙げている。 

免責法のオプションが他の国でも移植可能かどう

かは、日本の問題を考える上でも興味深い問題である。

この移植問題について学説で論じられることがある

ドイツでは、管見の限りであるが、否定説が有力であ

ったように見受けられる。本稿では網羅的に詳説する

余裕がないが、その理由として、同国ではイギリスと

異なって議会主権の体制とはなっておらず、議会の権

限は、憲法の授権及び限界の範囲内で認められた権限

にとどまっており、憲法上の権利を停止する権限など

は認められていないから、違憲の国家行為を事後に法

律で遡及的に合法化することができないのではない

か、免責法は個別措置に関する規律を含むから法律の

一般性の要請に反するのではないかなど、他にも様々

な問題が挙げられている(17)。もっとも、近時、免責

法をドイツ基本法の下における法秩序に移植するこ

とにつき一部肯定説がみられる。そこでは、遡及的合

法化と遡及的刑事免責の問題が区別され、さらに前者

の問題においても、法律の根拠を欠く行為、憲法に違

反する行為、及び憲法改正の限界をなす憲法原則を侵

犯する行為が区別された上で議論が展開されている

(18)。このような議論の分節化は重要な視点を提起し、

これに基づく詳細な議論に途を開いている。 

以上のような免責法に関する議論は、例えば、超法

規的通知に則ってなされた個別具体的な行政措置を

免責法によって遡及的に合法化又は免責することが

日本国憲法を頂点とする日本法の体系の下で理論的

に可能か否かを考える際に示唆的である。 

（４）コントロール及びアカウンタビリティの確保の

法的規律（カテゴリー４） 

カテゴリー１から３までの公法的規律オプション

は、緊急事態における行政部門の活動の内容を直接に

法によって規制しようとするものであった。対して、

もう一つのオプションとして、緊急事態における行政

部門の活動をコントロールし、又は、その活動につい

てアカウンタビリティを確保することも考えられる。 

このオプションには、通常時から機能しているコン

トロール及びアカウンタビリティの確保の法制度も

含まれる。そして、特段の検討を要するのが、緊急事

態に特有のコントロール及びアカウンタビリティの

確保のための法的規律である。その法的規律は、原則

的には、事前の組織及び手続きの規律によってなされ、

その枠組みが臨機に起動することとなろう。 

まず、緊急事態特有のコントロールの法制度につい

ては、その具体的な形態も含め、なお研究の余地が残

されているように思われる。このような緊急事態特有

のコントロール手段が補強されていることと引き換

えに、緊急事態の予測不可能性に対応すべく、行政部

門の活動内容に対する直接の法的規制の密度を弱め、

高度の政策判断や行政裁量の余地をより広く観念す

ることも立法論上考えられないではない。 

次に、アカウンタビリティの確保という観点からは、

緊急事態における政府対応に関する情報が記録され、

開示、説明及び検証されるようにすることも重要であ

る。とはいえ、アカウンタビリティの確保のために、

臨機の迅速かつ実効的な行動が損なわれることは避

けなければならないから、緊急事態特有のアカウンタ

ビリティは、事後的な開示、説明及び検証に重点を移

すことにならざるを得ないところがあるように思わ
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れる。こうした事後検証にとって、例えば、東日本大

震災の際の緩和通知が収集、整理及びアーカイブ化さ

れ本学会のサイトに掲載されている(19)ことは―本稿

における意味での緊急事態に限らない問題ではある

が―非常に重要な意味をもっている。また、行政部門

がこうした資料を開示する範囲、具体的内容及び方法

が適切だったかという問題提起をそのような掲載か

ら読み取ることができるかもしれない(20)。 

 

５．おわりに 
本稿で挙げた、緊急事態の公法的規律オプションを

試論的に一覧表にすると、表１の通りである。本稿で

挙げた各オプションのうち、現行日本法の法秩序の下

で可能であるものについては、そのオプションをより

精緻化し立法技術及び法解釈として練り上げること、

さらに、本稿で挙げたものの他に緊急事態の公法的規

律オプションがありうるか、あるとすればどのような

ものがあるか、また、複数のオプションをどのように

組み合わせて制度設計することが緊急事態における

実効的対処に資するかを検討することも、今後の課題

といえるだろう。加えて、本稿で緊急事態の公法的規

律オプションを俯瞰したところからすれば、緊急事態

における行政部門の活動内容に対する事前規律、臨機

規律及び事後規律を適正に配分する視点、また、活動

内容の規律とコントロール・アカウンタビリティーの

ための規律を適切に組み合わせる視点も重要である。 

表１ 緊急事態の公法的規律オプション 

 

さて、現在の日本のプラクティスでいえば、表１で

みると、◎と〇は原則型のオプションであり、法治国

家の王道といえる（但し、カテゴリー１’については、

具体的方法によっては別途の考慮を要することは、既

に述べた）。△は例外型のオプションである。これら

については、日本の防災法の領域においてもほぼ実例

がみられる。これに対して、▼は、極めて例外的であ

り、しかも、日本のプラクティスにはまだほとんどみ

られないオプションである。 

このうち▼で示した論争的なオプションについて

本稿では問題提起をするにとどめ、日本法の下におけ

る可否については最終的な判断を保留しているが、次

の点だけ指摘しておきたい。すなわち、ここでは緊急

事態の公法的規律オプションとして複数のものが挙

げられているところ、原則型及び例外型のオプション

が十分に尽くされていなかったり機能しなかったり

すると、▼で示した極めて例外的かつ論争的オプショ

ンにより大きな機能上の負荷がかかることである。だ

からこそ、まずは、原則型としての王道オプションを

きちんと整備しておき、これを例外型によって補い切

れるように制度構想する必要がある。そのような全体

的視点をもちながら、公法的規律オプションそれぞれ

の行為形式の基本的相違、及び公法的規律オプション

相互間の原則例外関係も踏まえつつ、理論的に成り立

ちうる、複数の公法的規律オプションをどのように組

み合わせて制度構想するかを考えていくべきであろ

う。 

ただ、それでも南海トラフ大地震のような大規模災

害においては、災害緊急事態の布告がなされなかった

が阪神淡路大震災及び東日本大震災でも既にみられ

たように、法の限界を越えた事象が生起して法の不備

が露呈することも―危機予測の甘さがあってはなら

ないことはいうまでもないものの―可能性として否

定できまい(21)。過去の大災害の経験を踏まえて関係

者の貴重な苦心の末に法の不備が幾度も補正されて

きたにもかかわらず、である。そういった可能性を前

にして、▼で示した論争的なオプションの可能性に関
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する問いに繰り返し直面せざるを得ないのではない

だろうか。 
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